
旭川市ケアマネジメント基本方針改正新旧対照表

改正後（新） 改正前（旧）

旭川市ケアマネジメント基本方針

令 和 ５ 年 ７ 月 １ 日 改 正

旭川市ケアマネジメント基本方針

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日



旭川市ケアマネジメント基本方針改正新旧対照表

改正後（新） 改正前（旧）

１ 趣旨 ・ ２ 基本的事項（略）

３ 具体的事項

⑴ 課題分析

単に心身機能が低下しているなどではなく，なぜ心身機能の低下を引き

起こしているのか，また，心身機能の低下が利用者やその家族が希望する

利用者の自立した生活にどのように影響しているのかという視点の下，健

康状態・心身機能・活動（生活習慣等）・社会参加・環境を多面的に評価

し，自立を阻害する因子を明確化した上で，生活レベルでの課題を分析す

ることとする。（以下略）

⑵ 目標の設定 ～ ⑷ サービスの選択 （略）

⑸ 期間の設定

介護支援専門員は，利用者の課題を解決するための適切な期間を設定するも

のとし，利用者の状況に合わせて，当該利用者が目標を意識しながら主体的・

意欲的に介護サービスを利用していくことを目的として，短期目標※の期間の

最長は，６か月を基本とする。

ただし，次のいずれかに該当する場合は，利用者の状況に合わせた適切な期

間を設定することとする。

なお，介護予防支援及び第１号介護予防支援事業については，介護予防サー

ビス計画が１年後の目標とする生活に向けて短期的な目標の達成を繰り返して

いくものであることを踏まえ，６か月以上の期間設定を行う場合であっても，

１年以内の期間設定を行うことが望ましいものとする。

１ 趣旨 ・ ２ 基本的事項（略）

３ 具体的事項

⑴ 課題分析

単に心身機能が低下しているなどではなく，そのことが利用者やその家族が

希望する利用者の自立した生活にどのように影響しているのかという視点の

下，健康状態・心身機能・活動（生活習慣等）・社会参加・環境を多面的に評価

し，自立を阻害する因子を明確化した上で，生活レベルでの課題を分析するこ

ととする。（以下略）

⑵ 目標の設定 ～ ⑷ サービスの選択 （略）

⑸ 期間の設定

介護支援専門員は，利用者の課題を解決するための適切な期間を設定するも

のとし，健康状態・心身機能・生活習慣・環境因子を多面的に評価した結果，

分析した生活上の課題が不変的な場合であって，その課題の改善の目標の達成

に要する期間が，明らかに長期間を要する場合を除き，利用者の状況に合わせ

た適切な支援を提供していくことを目的として，短期目標※の期間は，原則とし

て６か月を最長とする。



旭川市ケアマネジメント基本方針改正新旧対照表

改正後（新） 改正前（旧）

目標に6か月以上の期間設定を行うことが妥当と考えられる例 （新設）

※ 居宅サービス計画の短期目標，介護予防サービス支援計画の目標

⑹ サービス担当者会議 ～ ⑻ 期間満了後の更新又は終了の判断 （略）

※居宅サービス計画の短期目標，介護予防サービス支援計画の目標

⑹ サービス担当者会議 ～ ⑻ 期間満了後の更新又は終了の判断 （略）

ア 健康状態・心身機能・生活習慣・環境因子を多面的に評価した結果，分析

した生活上の課題が不変的な課題であった場合

イ 課題の改善に向けた目標の達成に要する期間が，明らかに長期間を要する

場合

ウ 具体的な期間と内容の目標設定を提案しても，利用者又は家族からの合意

が得られなかった場合

エ 利用者の状況により，当該利用者の意欲が低下しており，具体的な今後の

目標を引き出せないなど，本方針３－⑵目標設定のアからオに示す目標設定

が困難であった場合


